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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２８年１０月３１日（平成２８年（行個）諮問第１６０号） 

答申日：平成２９年２月１０日（平成２８年度（行個）答申第１７６号） 

事件名：本人が申請したあっせんに係る文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「特定年月日 労働局に契約更新しない理由と求人票との業務内容が違

うこととかであっせんに来た特定事業場Ａと労働局のやりとりがわかる文

書一式」に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報」とい

う。）につき，その一部を不開示とした決定について，諮問庁がなお不開

示とすべきとしている部分は，不開示とすることが妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項に基づく開示請求に対し，東京労働

局長（以下「処分庁」という。）が，平成２８年７月４日付け東労発総個

開第２８－２７１号により行った一部開示決定（以下「原処分」という。）

について，その取消しを求めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

   開示請求した文書の中に相手方が提出した文書はもとより，担当者の名

前もわからず，相手方がどういう文書を提出し，あっせん申請の現場で私

が体調を崩したことで傷病手当金を申請したことを不正受給と主張し，審

査請求人を不正受給者と主張した。ここまで言われたら，訴訟で地方，高

等，最高裁判所まで争い判断を仰ぐ。弁護士の選任も決まった。まず，相

手方の言い分を知りたいので，全面開示を求める。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，原処分において不開示とした別表の２欄に掲げる

部分のうち一部を新たに開示した上で，その余の部分については，原処分

を維持して不開示とすることが妥当である。 

２ 理由 

（１）個別労働紛争解決制度について 

個別労働紛争解決制度は，個別労働関係紛争の解決の促進に関する法
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律（平成１３年法律第１１２号。以下「個別労働紛争解決促進法」とい

う。）に基づき，労働条件その他労働関係に関する事項についての個々

の労働者と事業主との間の紛争について，これらの紛争の実情に即した

迅速かつ適正な解決を図るため，労働者，事業主等の相談に応じ，必要

な情報提供を行うほか，紛争当事者の求めに応じて都道府県労働局長に

よる助言・指導（以下「助言・指導」という。），さらには紛争調整委員

会によるあっせん（以下「あっせん」という。）を実施するものである。 

あっせんとは，紛争調整委員会の会長から指名された３人のあっせん

委員が，紛争当事者双方の主張の要点を確かめ，双方から求められた場

合には両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど，紛争当事者

間の調整を行い，話合いを促進することによって紛争の自主的な解決を

図る制度である。 

あっせんは，個々の労働者と事業主との間の民事上の問題を主に取り

扱うもので，紛争当事者のプライバシー保護の観点から，個別労働関係

紛争の解決の促進に関する法律施行規則（平成１３年厚生労働省令第１

９１号）１４条の規定により，あっせんの手続は非公開とされている。 

同条のあっせん手続とは，具体的にはあっせんの申請から手続の終結

に至るまでの手続全般をいうものであり，あっせん期日における手続の

傍聴を認めていないほか，紛争当事者の主張の内容や提出された資料，

あっせん申請書等のあっせん申請の際に提出された書類，あっせん案や

これに対する紛争当事者の態度，あっせん申請がなされたことやあっせ

ん手続が進行しているという情報等あっせん事案に係る全ての事項も非

公開とされている。 

（２）本件対象保有個人情報の特定について 

本件対象保有個人情報は，個別労働紛争解決促進法に基づいて紛争当

事者から原処分庁に対して申請があったあっせんに係る関係書類であり，

別表の１欄に掲げる文書番号１ないし６の文書（以下，第３においては

「対象文書」という。）である。 

対象文書は，以下の（ア）ないし（オ）の文書に分類され，その概要

は次のとおりである。 

（ア）あっせん処理票 

あっせん処理票とは，紛争当事者から申請のあったあっせんの受理

から終了に至るまでの処理を記録した文書であり，事件番号，受理

日，受理機関，申請人，あっせんの端緒，あっせん委員，担当者職

氏名，あっせん開始決定日，終了日，終了区分，労働組合の有無，

労働者数，あっせん案の提示の有無，個別労働紛争解決促進法１４

条による意見聴取の有無，解決状況，紛争当事者・代理人・補佐人

の職氏名・住所・電話番号，労働者の就労状況，申請内容，あっせ
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んに係る請求事項，あっせんの結果，あっせん案の内容及び処理経

過等が記載されている。 

（イ）あっせん概要記録票 

あっせん概要記録票とは，あっせんにおける紛争当事者の主張やあ

っせん委員によるあっせんの内容等を簡潔に記録した文書であり，

事件番号，受理日，開始決定日，申請人，あっせん期日，紛争当事

者・代理人・補佐人の職氏名・住所・電話番号，担当あっせん委員

名，紛争事案の概要，あっせんの概要及び記録作成者職氏名等が記

載されている。 

（ウ）あっせん申請書 

あっせん申請書は，紛争当事者が都道府県労働局長にあっせんを申

請するための文書であり，紛争当事者の氏名・住所・電話番号，あ

っせんを求める事項及びその理由，紛争の経過，その他参考となる

事項，申請年月日，申請人の氏名等が記載されているほか，紛争の

内容や経過を補足するために申請人から提出された資料及び労働局

担当者が申請人から紛争内容の経緯等を聴取し作成した事情聴取票

等が添付されている。 

（エ）被申請人提出資料 

被申請人提出資料には，本件紛争に関する被申請人の主張が記載さ

れた文書及び当該主張に付随する添付資料等がある。 

（オ）あっせん処理に係る事務連絡文書 

あっせん処理に係る事務連絡文書には，あっせん申請書の送付につ

いて，あっせん開始通知書，あっせん期日に関するご通知，あっせ

んに関する資料の送付について及びあっせん打切り通知書等がある。 

（３）不開示情報該当性について 

（ア）法１４条２号について 

原処分において不開示とした対象文書１の②，対象文書２の①及び

対象文書５の②には，あっせんの被申請人である特定事業場Ａの担

当者の職氏名が記載されており，これらは審査請求人以外の個人に

関する情報である。 

     これらの情報は，審査請求人以外の特定の個人を識別することがで

きる情報であって，法１４条２号に該当し，かつ同号ただし書イな

いしハのいずれにも該当しない情報であることから，原処分におい

て不開示としたことは妥当である。 

（イ）法１４条３号イ及びロについて 

     原処分において不開示とした対象文書１の①及び③，対象文書２の

②及び③，対象文書３の①並びに対象文書４は，あっせんの被申請

人である特定事業場Ａの主張等及び提出資料等である。 
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これらの情報は，法人に関する情報であって，開示することにより，

当該特定事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報であり，また，行政機関の要請を受けて開示しない

との条件で任意に提供されたものであって，通例として開示しない

こととされている情報であることから，法１４条３号イ及びロに該

当し，原処分において不開示としたことは妥当である。 

（ウ）法１４条７号柱書きについて 

     原処分において不開示とした対象文書１の①及び③，対象文書２の

②，③及び⑤，対象文書３の①及び②，対象文書４並びに対象文書

５の①は，あっせんの被申請人である特定事業場Ａの主張等，提出

資料及びあっせん委員から被申請人への解決策の提案等である。 

これらの情報は，国の機関が行う事務に関する情報であって，被申

請人とあっせん委員のやり取り等については，開示することにより，

被申請人があっせん委員による意見聴取等への協力やあっせんへの

参加そのものを躊躇するなど，強制的な手段を持たず，関係者の協

力を得ながら紛争の自主的解決を促進する制度である個別労働紛争

解決制度のあっせんに係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

がある情報であり，法１４条７号柱書きに該当することから，原処

分において不開示としたことは妥当である。 

（４）審査請求人の主張について 

審査請求人は，審査請求の理由として，審査請求書の中で，「開示請

求した文書の中に相手方が提出した文書はもとより，担当者の名前もわ

からず，相手方がどういう文書を提出し，あっせん申請の現場で私が体

調を崩したことで傷病手当金を申請したことを不正受給と主張し，審査

請求人を不正受給者と主張した。ここまで言われたら，訴訟で地方，高

等，最高裁判所まで争い判断を仰ぐ。弁護士の選任も決まった。まず，

相手方の言い分を知りたいので，全面開示を求める。」と主張している

が，上記（３）で述べたとおり，法１２条に基づく開示請求に対しては，

開示請求対象保有個人情報ごとに法１４条各号に基づいて開示，不開示

を判断しているものであり，請求者の主張は，本件対象保有個人情報の

開示決定の結論に影響を及ぼすものではない。 

３ 結論 

以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分の一部を変更

し，原処分において不開示とした別表の２欄に掲げる部分のうち一部を新

たに開示した上で，その余の部分については，原処分を維持して不開示と

することが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 
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   ① 平成２８年１０月３１日  諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年１１月１０日     審議 

   ④ 平成２９年１月２６日   本件対象保有個人情報の見分及び審議 

   ⑤ 同年２月８日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象保有個人情報について 

   本件対象保有個人情報は，「特定年月日 労働局に契約更新しない理由

と求人票との業務内容が違うこととかであっせんに来た特定事業場Ａと労

働局のやりとりがわかる文書一式」に記録された保有個人情報であり，具

体的には別表の１欄に掲げる文書１ないし文書６に記録された保有個人情

報である。 

   処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，法１４条２号，３号

イ及びロ並びに７号柱書きに該当するとして不開示とする原処分を行った。 

   審査請求人は，原処分の取消しを求めているところ，諮問庁は，諮問に

当たり，原処分で不開示とした部分のうち，一部を新たに開示した上で，

その余の部分については，なお不開示とすべきとしている。 

   このため，本件対象保有個人情報を見分した結果を踏まえ，諮問庁がな

お不開示とすべきとしている部分の不開示情報該当性について，以下，検

討する。 

 ２ 不開示情報該当性について 

（１）別表に掲げる文書１（あっせん処理票）の不開示部分について 

   ア 文書１の①の不開示部分は，あっせんの被申請人が紛争調整委員会

に提出した文書に係る情報が記載されている。 

   強制的な手段を持たない個別労働関係紛争のあっせん制度は，もと

もと当事者間に紛争が生じている中，関係者の協力を得ながら紛争

の自主的解決を促すものであるから，当該部分を開示すると，被申

請人が申請人の反応を考慮して，あっせん委員による意見聴取への

協力や，あっせんへの参加そのものをちゅうちょする等により，国

の機関が行う個別労働関係紛争の解決促進に係る事務の適正な遂行

に支障を及ぼす可能性を否定できない。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条３号

イ及びロについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当で

ある。 

   イ 文書１の②の不開示部分は，あっせんの被申請人の出席者の職氏名

である。 

当該部分は，法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個

人に関する情報であって，特定の個人を識別することができるもの
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に該当する。 

     また，あっせんの被申請人の参加者が誰であるかは審査請求人が知

り得る情報であるとはいえないことから，法１４条２号ただし書イ

に該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。

さらに，当該部分は個人識別部分であることから，法１５条２項に

よる部分開示の余地もない。 

     したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

   ウ 文書１の③の不開示部分は，あっせんの被申請人の主張であり，上

記（１）アと同様の理由により，法１４条７号柱書きに該当し，同

条３号イ及びロについて判断するまでもなく，不開示とすることが

妥当である。 

（２）別表に掲げる文書２（あっせん概要記録票）の不開示部分について 

ア 文書２の①の不開示部分は，あっせんの被申請人の出席者の職氏名

であり，上記（１）イと同様の理由により，法１４条２号に該当し，

不開示とすることが妥当である。 

イ 文書２の②及び③の不開示部分は，あっせんの被申請人からの聴取

事項及び聴取内容であり，上記（１）アと同様の理由により，法１４

条７号柱書きに該当し，同条３号イ及びロについて判断するまでもな

く，不開示とすることが妥当である。 

ウ 文書２の⑤の不開示部分は，あっせんの被申請人に対するあっせん

委員による調整の内容であり，上記（１）アと同様の理由により，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示とすることが妥当である。 

（３）別表に掲げる文書３（あっせん処理に係る事務連絡文書）の不開示部

分について 

ア 文書３の①の不開示部分は，あっせんの被申請人が紛争調整委員会

に提出した文書名が記載されており，上記（１）アと同様の理由によ

り，法１４条７号柱書きに該当し，同条３号イ及びロについて判断す

るまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

イ 文書３の②の不開示部分は，東京労働局の担当者からあっせん委員

への被申請人の対応に係る連絡内容であり，上記（１）アと同様の理

由により，法１４条７号柱書きに該当し，不開示とすることが妥当で

ある。 

（４）別表に掲げる文書４（被申請人提出資料）の不開示部分について 

当該部分は，あっせんの被申請人の提出資料であり，上記（１）アと

同様の理由により，法１４条７号柱書きに該当し，同条３号イ及びロに

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（５）別表に掲げる文書５（あっせん処理に係る事務連絡文書）の不開示部
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分について 

ア 文書５の①の不開示部分は，あっせん委員とあっせんの被申請人と

のあっせん実施に当たってのやり取りであり，上記（１）アと同様の

理由により，法１４条７号柱書きに該当し，不開示とすることが妥当

である。 

イ 文書５の②の不開示部分は，あっせんの被申請人の担当者の職氏名

であり，上記（１）イと同様の理由により，法１４条２号に該当し，

不開示とすることが妥当である。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を 

  左右するものではない。 

 ４ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号，３号イ及びロ並びに７号柱書きに該当するとして不開示とした決定に

ついては，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は，同条２号及び

７号柱書きに該当すると認められるので，同条３号イ及びロについて判断

するまでもなく，不開示とすることが妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別表 

 

１ 文書番号，文書名及び

頁   

２ 原処分において不開

示とされている部分 

３ 不開示情報

該当性 

文書

番号 
文書名 頁 

（法１４条） 

１ あっせん処

理票 

１ない

し３ 

①２頁「処理経過」欄１

３行目７文字目ないし１

２文字目 

３号イ及びロ並

びに７号柱書き 

②３頁「処理経過」欄１

行目９文字目ないし１４

文字目 

２号 

③３頁「処理経過」欄２

行目１６文字目ないし３

行目１６文字目 

３号イ及びロ並

びに７号柱書き 

２ 

  

あっせん概

要記録票 

  

４ 

  

①４頁「あっせんの概

要」欄１行目９文字目な

いし１４文字目 

２号 

②４頁「あっせんの概

要」欄１４行目１６文字

目ないし２９文字目 

３号イ及びロ並

びに７号柱書き 

③４頁「あっせんの概

要」欄１５行目１文字目

ないし２９行目３０文字

目（以下の④を除く。） 

３号イ及びロ並

びに７号柱書き 

④４頁「あっせんの概

要」欄２１行目４文字目

ないし１３文字目，２２

行目２６文字目ないし２

３行目２文字目及び２５

行目４文字目ないし２６

行目１３文字目 

なし（新たに開

示） 

⑤４頁「あっせんの概

要」欄３１行目１６文字

目ないし３５文字目 

７号柱書き 
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３ あっせん処

理に係る事

務連絡文書 

５ない

し１０ 

①１０頁１５行目９文字

目ないし１９文字目 

３号イ及びロ並

びに７号柱書き 

②１０頁１６行目ないし

１７行目 

７号柱書き 

４ 被申請人提

出資料 

１１な

いし４

８ 

全部 ３号イ及びロ並

びに７号柱書き 

５ あっせん処

理に係る事

務連絡文書 

４９な

いし５

８ 

①４９頁２８行目ないし

３１行目 

７号柱書き 

②５１頁「担当者職氏

名」欄の不開示部分 

２号 

③５１頁「【会社意見等

記入欄】」欄の不開示部

分 

なし（新たに開

示） 

６ あっせん申

請書，申請

人提出資料

及び事情聴

取票 

５９な

いし７

２ 

― ― 

 


